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 特別奨学生制度は、人物、成績ともに優秀で本校での勉学意欲の高い者、スポーツ活動

や文化芸術活動等において秀でた能力を有する者、並びにそれらの者で経済的援助を必要

とする者の入学金･授業料（保護者の実質負担する分）の全部または一部を免除するもので  

Ａ「入学金・授業料（保護者実質負担分）全額免除」 

Ｂ「入学金・授業料それぞれ半額免除」 

Ｃ「入学金全額免除」 の３つのタイプがあります。 

特別奨学生は、専願受験者、併願受験者ともに対象となります。特別奨学生を志願する

受験生は、願書にその旨記載して申し出て頂きます。 

また、願書とともに出身中学校長の推薦書が必要です。 

特別奨学生は、この制度に志願した受験生の中から入試の成績やそれまでの活動実績な

どをもとに総合的に判定して選考されます。３年連続して選ばれる奨学生が数多くいます。 

選考の結果は、入学試験の合否発表と同時に志願者にお知らせします。 

なお、硬式野球部の特別奨学生となる人数は、５名以内としています。 


